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                        消 防 消 第 9 3 号 

令和６年４月１日 
 
各都道府県知事 
各指定都市市長 

  
消 防 庁 長 官 

 

市町村の消防の連携・協力の基本指針の一部改正について（通知） 
 

市町村の消防の広域化の基本指針の一部を改正する件（令和６年消防庁告示

第８号。以下「改正告示」という。）が令和６年３月 29日に告示され、本日施行

されたことに伴い、「市町村の消防の連携・協力に関する基本指針」の一部につ

いて別添資料のとおり改正しました。 

貴職におかれましては、下記の主な改正内容に留意されるとともに、各都道府

県にあっては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を

含む。）に対して、この旨周知されるようお願いします。 

 なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 37条に基づく助言

として発出するものであることを申し添えます。 

  

記 

 

１ 消防をとりまく課題とその対応方策（本通知による改正後の「市町村の消

防の連携・協力に関する基本指針」（以下「連携・協力基本指針」という。）

第１、１） 

近年、激甚化・頻発化する自然災害等への警戒が必要であり、常備消防の

体制の整備・確立のため消防の広域化を推進してきたところであるが、平成

31年以降、広域化した７地域のうち５地域では、消防の連携・協力に取り組

んでいたことから、消防の連携・協力は広域化の実現につながるものと考え

られるため、積極的に推進する必要があるとしたこと。 

 

２ 都道府県の役割（連携・協力基本指針第１、２、（２）、（イ）） 

  推進計画に位置付けることが望ましい連携・協力として、７つの類型を挙

げ、そのうち、指令の共同運用については、指令システムに関する標準仕様

書に基づいて当該システムを既に整備し、又はその整備を検討している場合

は、指令の共同運用の検討の円滑化にも資するものと考えられるため、都道
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府県は、指令センターの更新時期や、標準化の進捗、検討状況を把握し、消

防本部に対して指令の共同運用についての検討を促し、その結果を推進計画

に反映させることが必要であるとしたこと。 

 

３ 消防庁の役割（連携・協力基本指針第１、２、（２）、（ウ）） 

連携・協力を実現した他の消防本部における優良事例の横展開、消防用車

両出動シミュレーションシステムの活用促進などソフト面の支援を積極的

に行うこととし、また、消防庁が講じる財政措置について追記したこと。 

 

４ 連携・協力の具体例（連携・協力基本指針第１、２、（３）） 

連携・協力の具体例として、７つの類型（①指令の共同運用、②消防用車

両、資機材等の共同整備、③高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査

等の予防業務、④特殊な救助等専門部隊（水難救助隊、山岳救助隊、NBC災

害対応隊等）の共同設置、⑤専門的な人材育成の推進、⑥訓練の定期的な共

同実施、⑦現場活動要領の統一）とそれぞれの効果を示したこと。 

 

５ 消防の連携・協力を推進する期間（連携・協力基本指針第２） 

消防の連携・協力の推進期限を、消防の広域化の推進期間も踏まえ、令和

11年４月１日までとしたこと。 

 

６ 連携・協力実施計画に定める事項（連携・協力基本指針別紙） 

⑴ 連携・協力を行う消防事務の内容（連携・協力基本指針別紙２、（１）） 

指令の共同運用を行う場合は、原則として、高度な運用についても併せ

て実施を検討し、その実施内容や目標時期を定め、また、連携・協力を実

施する事務に応じて、職員交流や相互応援体制の構築、見直しを検討し、

その内容を定めるとしたこと。 

 

⑵ 連携・協力に要する人員の配置（連携・協力基本指針別紙２、（４）） 

指令の共同運用など連携・協力による業務の集約により人員の効率化

が見込まれる場合は、その人員数や現場要員等への配置の見込みについ

て定めるとしたこと。 

 

⑶ 連携・協力に係る費用の見通しと分担方法（連携・協力基本指針別紙２、

（６）） 

連携・協力を実施するに当たり必要となる費用について、将来的に削減

効果が見込まれる場合はその効果について定めるとしたこと。 

消防庁消防・救急課 
 担 当：箕打課長補佐、小山係長、中村事務官 
 電 話：03-5253-7522 
 E-mail：keibou@ml.soumu.go.jp 
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【改正方針新旧】市町村の消防の連携・協力に関する基本指針 

 

改正案 現行 

第１ 消防の連携・協力についての基本的な考え方 

１ 消防をとりまく課題とその対応方策 

人口減少の進行により、人的・財政的な資源が限られる一方で、令和六年能登半島地震のよ

うな甚大な被害をもたらす地震の発生が近い将来にも見込まれているなど、近年、激甚化・頻

発化する自然災害等への警戒が必要な状況にある。 

消防は、今後とも、人的・財政的な資源を有効活用し、将来にわたって持続可能な消防体制

を整備・確立していく必要がある。 

そのため、常備消防は、社会経済情勢の変化、各般の技術の進展等に応じて、より高度・専

門的な活動を実施できるようにしていかなければならない。 

これまで、消防庁では、常備消防の体制の整備・確立については、「消防の広域化」（消防組

織法の規定に基づき実施される消防組織の統合を行うもの。以下同じ。）を推進してきたとこ

ろであり、最も有効な方策である消防の広域化については、より積極的に進めていくこととす

る。 

一方で、消防の広域化は、組織の統合に向けた調整が困難である等、実現にはなお時間を要

する地域もあり、そのような地域においては、消防事務の性質に応じて事務の一部について柔

軟に連携・協力すること（以下「消防の連携・協力」という。）により、消防力の強化に効果

を生み出していくことが可能となる。平成３１年以降、広域化した７地域のうち５地域では、

消防の連携・協力に取り組んでいたことから、消防の連携・協力は広域化の実現につながるも

のと考えられるため、積極的に推進する必要がある。 

 

２ 消防の連携・協力の推進 

（１）消防の連携・協力の必要性等 

（ア）必要性と効果 

直ちに広域化を進めることが困難な地域においても必要となる消防力を確保・充実し

ていくため、消防事務の性質に応じて事務の一部について連携・協力を推進することが

必要である。 

消防の連携・協力による効果やその効果が及ぶ範囲は、連携・協力を行う消防事務の

種類やその方式によって様々だが、一般的に、 

● 災害対応能力の向上 

● 施設整備や維持管理に係る経費の効率的な配分 

● 人員の効率的な配置、現場要員の増強 

● 消防本部間の人材交流による職員の能力・職務意欲の向上） 

といった効果がある。 

 

 

第１ 消防の連携・協力についての基本的な考え方 

１ 消防をとりまく課題とその対応方策 

人口減少の進行により、人的・財政的な資源が限られる一方で、消防は、大規模火災、大規

模地震、豪雨災害、火山災害、テロ災害等の複雑化・多様化する災害に適切に対応していかな

ければならない。 

消防は、今後とも、人的・財政的な資源を有効活用し、将来にわたって持続可能な消防体制

を整備・確立していく必要がある。 

そのため、常備消防は、社会経済情勢の変化、各般の技術の進展等に応じて、より高度・専

門的な活動を実施できるようにしていかなければならない。 

これまで、消防庁では、常備消防の体制の整備・確立については、「消防の広域化」（消防組

織法の規定に基づき実施される消防組織の統合を行うもの。以下同じ。）を推進してきたとこ

ろであり、最も有効な方策である消防の広域化については、より積極的に進めていくこととす

る。 

一方で、消防の広域化は、組織の統合に向けた調整が困難である等、実現にはなお時間を要

する地域もあり、そのような地域においては、消防事務の性質に応じて事務の一部について柔

軟に連携・協力すること（以下「消防の連携・協力」という。）により、消防力の強化に効果

を生み出していくことが可能となる。 

 

 

 

２ 消防の連携・協力の推進 

（１）消防の連携・協力の必要性等 

（ア）必要性と効果 

直ちに広域化を進めることが困難な地域においても必要となる消防力を確保・充実し

ていくため、消防事務の性質に応じて事務の一部について連携・協力を推進することが

必要である。 

消防の連携・協力による効果は、連携・協力を行う消防事務の種類やその方式によっ

て様々だが、一般的に、 

● 災害対応能力の向上 

● 施設整備や維持管理に係る経費の効率的な配分 

● 人員の効率的な配置、現場要員の増強（※） 

● 消防本部間の人材交流による職員の能力・職務意欲の向上（※） 

といった効果がある。（（※）の事項については、消防の広域化を行った場合と異なり、

その効果は消防の連携・協力を行う消防事務（指令の共同運用における指令業務など）

にとどまるものの、当該事務の範囲では十分な効果が得られる。） 
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このように、消防の連携・協力による人的・財政的な資源の効率的な活用によって、

現場要員の増強など消防力を充実強化することができる。 

さらに、消防の連携・協力を進めていくことで、 

● 職員間のつながり、意識の共有 

● 広域的に消防事務を行うことの効果の実感 

● 共同で消防事務の処理を行うという実績の蓄積 

等の広域化を実現していくための下地が作られることとなる。こうしたことを契機とし

て、消防力の確保・充実の方策としてより有効である消防の広域化を目指すことが適当

である。 

（イ）連携・協力を進める上で留意すべき事項 

● 消防力を充実強化していくことは喫緊の課題であり、実施することが可能な消防の

連携・協力については早期に順次実施していくこと。 

● 消防の連携・協力を進めるに当たっては、都道府県の境界を越えて、地理的なメリ

ットのある消防本部間での連携・協力を検討すること。 

● 複雑化・多様化する災害に対応できる高度かつ専門的な消防体制を確保するために

は、地域の中核となる比較的大規模な消防本部が中心となり、近隣の消防本部との

広域的な連携を図ること。 

● 住民の防災意識が低下し、地域防災力の低下につながることがないよう、地域の住

民や企業などの自発的な防災活動への参加を継続して推進するなど、地域防災力を

向上させるために、常備消防がさらに積極的に取り組んでいくこと。 

（２）消防の連携・協力の推進方策 

消防の連携・協力を推進するため、消防の連携・協力の実施主体となる市町村、都道府

県及び国はそれぞれ以下の役割を果たすこととする。 

（ア）市町村の役割 

市町村は、消防の連携・協力を行おうとするときは、協議により消防の連携・協力の

円滑な実施を確保するための計画（以下「連携・協力実施計画」という。）を作成するも

のとする。 

連携・協力実施計画には、おおむね以下の事項について定めるものとする。 

● 連携・協力の円滑な実施を確保するための基本方針 

● 連携・協力を行う消防事務の内容及び方法 

● 連携・協力を行う消防事務とそれ以外の消防事務の連携の確保に関する事項 

市町村は、別紙「連携・協力実施計画に定める事項について」を参考にし、管内の消

防需要等の情勢分析を適切に行った上で、連携・協力実施計画を作成するものとする。 

（イ）都道府県の役割 

都道府県は、地域の実情を考慮し、市町村の自主的かつ多様な消防の連携・協力を尊

重する必要がある。 

しかしながら、都道府県が消防組織法に基づき広域化を推進すべき立場にあり、消防

の連携・協力が喫緊の最重要課題である消防の広域化につながるものであるということ

を十分に認識した上で、どの市町村間でどのような連携・協力が可能であるかについて、

このように、消防の連携・協力による人的・財政的な資源の効率的な活用によって、

現場要員の増強など消防力を充実強化することができる。 

さらに、消防の連携・協力を進めていくことで、 

● 職員間のつながり、意識の共有 

● 広域的に消防事務を行うことの効果の実感 

● 共同で消防事務の処理を行うという実績の蓄積 

等の広域化を実現していくための下地が作られることとなる。こうしたことを契機とし

て、消防力の確保・充実の方策としてより有効である消防の広域化を目指すことが適当

である。 

（イ）連携・協力を進める上で留意すべき事項 

● 消防力を充実強化していくことは喫緊の課題であり、実施することが可能な消防の

連携・協力については早期に順次実施していくこと。 

● 消防の連携・協力を進めるに当たっては、都道府県の境界を越えて、地理的なメリ

ットのある消防本部間での連携・協力を検討すること。 

● 複雑化・多様化する災害に対応できる高度かつ専門的な消防体制を確保するために

は、地域の中核となる比較的大規模な消防本部が中心となり、近隣の消防本部との

広域的な連携を図ること。 

● 住民の防災意識が低下し、地域防災力の低下につながることがないよう、地域の住

民や企業などの自発的な防災活動への参加を継続して推進するなど、地域防災力を

向上させるために、常備消防がさらに積極的に取り組んでいくこと。 

（２）消防の連携・協力の推進方策 

消防の連携・協力を推進するため、消防の連携・協力の実施主体となる市町村、都道府

県及び国はそれぞれ以下の役割を果たすこととする。 

（ア）市町村の役割 

市町村は、消防の連携・協力を行おうとするときは、協議により消防の連携・協力の

円滑な実施を確保するための計画（以下「連携・協力実施計画」という。）を作成するも

のとする。 

連携・協力実施計画には、おおむね以下の事項について定めるものとする。 

● 連携・協力の円滑な実施を確保するための基本方針 

● 連携・協力を行う消防事務の内容及び方法 

● 連携・協力を行う消防事務とそれ以外の消防事務の連携の確保に関する事項 

市町村は、別紙「連携・協力実施計画に定める事項について」を参考にし、管内の消

防需要等の情勢分析を適切に行った上で、連携・協力実施計画を作成するものとする。 

（イ）都道府県の役割 

都道府県は、地域の実情を考慮し、市町村の自主的かつ多様な消防の連携・協力を尊

重する必要がある。 

しかしながら、都道府県が消防組織法に基づき広域化を推進すべき立場にあり、消防

の連携・協力が喫緊の最重要課題である消防の広域化につながるものであるということ

を十分に認識した上で、どの市町村間でどのような連携・協力が可能であるかについて、
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都道府県においても、広い視野で検討し、推進計画において、都道府県が推進する必要

があると認める自主的な消防の連携・協力の対象となる市町村（以下「連携・協力対象

市町村」という。）や消防の広域化と同様に連携・協力を推進するために必要な措置を定

めるものとする。 

なお、推進計画に位置付けることが望ましい消防の連携・協力としては、次の類型等

が挙げられる。 

① 高機能消防指令センターの共同運用（以下「指令の共同運用」という。） 

② 消防用車両、資機材等の共同整備 

③ 高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予防業務 

④ 特殊な救助等専門部隊（水難救助隊、山岳救助隊、NBC災害対応隊等）の共同設置 

⑤ 専門的な人材育成の推進 

⑥ 訓練の定期的な共同実施 

⑦ 現場活動要領の統一 

とりわけ、指令の共同運用については、消防の広域化につなげる効果が特に大きい。

また、近隣の複数の消防本部が、消防庁から示されている消防指令システムに関する標

準仕様書に基づいて当該システムを既に整備し、又はその整備を検討している場合は、

指令の共同運用の検討の円滑化にも資するものと考えられる。このため、都道府県は、

消防本部等と緊密に連携しながら、市町村の高機能消防指令センターの更新時期や、標

準化の進捗、検討状況を把握し、消防本部に対して指令の共同運用についての検討を促

し、その結果を推進計画に反映させることが必要である。 

また、消防の広域化と同様、関係市町村間の必要な調整、情報の提供その他の必要な

支援を行うものとする。 

（ウ）消防庁の役割 

消防の連携・協力の具体的なメリットや、連携・協力する消防事務の具体的内容と当

該連携・協力を実施するための地方自治法上の手法について、各消防本部の十分な理解

を得ることが必要であり、そのため、消防庁において、全国レベルでの研修会の開催、

個別の消防本部に対する働きかけやアドバイザーの派遣、連携・協力の推進に関する財

政措置等の制度や連携・協力を実現した他の消防本部における優良事例の横展開、消防

用車両出動シミュレーションシステムの活用促進などソフト面の支援を積極的に行う

こととする。 

また、消防の連携・協力を行う地方公共団体の財政運営に支障が生じることのないよ

う、次の財政措置を講じる。 

● 組合で消防の連携・協力を行う市町村の加入するもの又は消防の連携・協力を行う

市町村に対して、都道府県が行う補助金、交付金等の交付に要する経費について所

要の特別交付税措置を講ずる 

● 市町村の消防の連携・協力（都道府県の推進計画に定める市町村の組合せを構成す

る市町村の全部又は一部からなる地域の連携・協力に限る。）に伴う連携・協力実

施計画の作成を含めた連携・協力の準備に要する経費及び臨時に増加する経費につ

いて所要の特別交付税措置を講ずる。 

都道府県においても、広い視野で検討し、推進計画において、都道府県が推進する必要

があると認める自主的な消防の連携・協力の対象となる市町村（以下「連携・協力対象

市町村」という。）を定めるものとする。 

 

なお、推進計画に位置付けることが望ましい消防の連携・協力としては、高機能消防

指令センターの共同運用（以下「指令の共同運用」という。）、消防用車両・消防署所の

共同整備等が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

とりわけ、指令の共同運用については、消防の広域化につなげる効果が特に大きいこ

とから、市町村の高機能消防指令センターの更新時期を把握し、消防本部等と緊密に連

携し、指令の共同運用について検討し、その結果を推進計画に反映させることが必要で

ある。 

また、消防の広域化と同様、関係市町村間の必要な調整、情報の提供その他の必要な

支援を行うものとする。 

 

 

 

（ウ）消防庁の役割 

消防の連携・協力の具体的なメリットや、連携・協力する消防事務の具体的内容と当

該連携・協力を実施するための地方自治法上の手法について、各消防本部の十分な理解

を得ることが必要であり、そのため、消防庁において、全国レベルでの研修会の開催、

個別の消防本部に対する働きかけやアドバイザーの派遣などソフト面の支援を積極的

に行うこととする。 

 

 

また、消防の連携・協力を行う地方公共団体の財政運営に支障が生じることのないよ

う、次の財政措置を講じる。 
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● 連携・協力を行う市町村が、連携・協力実施計画に基づき実施する高機能消防指令

センターの整備・改修（消防指令システムが標準仕様書に基づき整備されるものに

限る。）について防災対策事業債及び緊急防災・減災事業債の対象とする。 

● 連携・協力を行う市町村が、連携・協力実施計画に基づき実施する消防用車両等の

整備について防災対策事業債及び緊急防災・減災事業債の対象とする。 

● 連携・協力を行う市町村が、連携・協力実施計画に基づき実施する訓練施設の整備

について防災対策事業債及び緊急防災・減災事業債の対象とする。 

● 本指針に基づく消防指令業務の共同化に伴う高機能消防指令センターの整備（消防

指令システムが標準仕様書に基づき整備されるものに限る。）については、消防防災

施設整備費補助金の交付の決定に当たって特別の配慮を行う。 

● 本指針に基づく連携・協力に伴う緊急消防援助隊設備の整備については、緊急消防

援助隊設備整備費補助金の交付の決定に当たって特別の配慮を行う。 

（３）消防の連携・協力の具体例 

消防の連携・協力を実施するに当たっては、地域の災害特性や消防需要の見通し、地

形的な状況等について把握分析しながら、関係する市町村において積極的な検討を実施

していくことが必要である。 

地域における検討の参考となるよう、下の（ア）～（キ）のとおり消防の連携・協力

の具体例を示す。なお、消防の連携・協力は、以下の７つの例以外のものも考えられ、

消防体制の整備・確立に向けて地域の自主的かつ積極的な検討が必要となる。 

（ア）指令の共同運用 

指令の共同運用は、既に多くの消防本部で実施されているが、全国的な広がりは依然

として不十分であり、消防の連携・協力の一類型として、今後も積極的に検討を進めて

いく必要がある。 

指令の共同運用を行うことで、災害情報を一元的に把握し、効果的・効率的な応援体

制が確立されることや、消防本部間で災害情報の様式を統一することによって、災害情

報の統計資料としての活用も容易になること等の効果がある。 

なお、指令の共同運用の実施に際しては、現場に最先着できる隊に自動で出動指令を

行ういわゆる「直近指令」、出動可能な隊がなくなった場合に指令の共同運用を実施して

いる他消防本部の隊に自動で出動指令を行ういわゆる「ゼロ隊運用」などの高度な運用

を併せて行うことで、地域の消防体制の向上に一層資するものとなる。しかしながら、

現状、指令の共同運用を行う地域のうち半数を超える地域においては、高度な運用が実

施されていないため、指令の共同運用の効果を最大限に生かすこととなる高度な運用に

ついても併せて実施を検討することが必要である。 

また、指令の共同運用を実施する規模については、広域化と同様、一般論としては、

規模が大きいほど望ましいことにも鑑み、面積、人口等において、標準的な規模の都道

府県であれば、原則、全県一区（一の都道府県全体を一つの単位とした区域をいう。）と

する必要がある。なお、地理的な事情等によりそれが困難な場合であっても、できる限

り広域的な範囲での共同運用を目指すことが必要である。 

（イ）消防用車両、資機材等の共同整備 

● 連携・協力を行う市町村が、連携・協力実施計画に基づき実施する高機能消防指令

センターの整備・改修について防災対策事業債及び緊急防災・減災事業債の対象と

する。 

● 連携・協力を行う市町村が、連携・協力実施計画に基づき実施する消防用車両等の

整備について防災対策事業債及び緊急防災・減災事業債の対象とする。 

 

 

● 本指針に基づく消防指令業務の共同化に伴う高機能消防指令センターの整備につい

ては、消防防災施設整備費補助金の交付の決定に当たって特別の配慮を行う。 

 

● 本指針に基づく共同化に伴う緊急消防援助隊設備の整備については、緊急消防援助

隊設備整備費補助金の交付の決定に当たって特別の配慮を行う。 

（３）消防の連携・協力の具体例 

消防の連携・協力を実施するに当たっては、地域の災害特性や消防需要の見通し、地

形的な状況等について把握分析しながら、関係する市町村において積極的な検討を実施

していくことが必要である。 

地域における検討の参考となるよう、下の（ア）～（カ）のとおり消防の連携・協力

の具体例を示す。なお、消防の連携・協力は、以下の６つの例以外のものも考えられ、

消防体制の整備・確立に向けて地域の自主的かつ積極的な検討が必要となる。 

（ア）指令の共同運用 

指令の共同運用は、既に多くの消防本部で実施されているが、全国的な広がりは依然

として不十分であり、消防の連携・協力の一類型として、今後も積極的に検討を進めて

いく必要がある。 

指令の共同運用を行うことで、災害情報を一元的に把握し、効果的・効率的な応援体

制が確立されることや、消防本部間で災害情報の様式を統一することによって、災害情

報の統計資料としての活用も容易になること等の効果がある。 

なお、指令の共同運用の実施に際しては、現場に最先着できる隊に自動で出動指令を

行ういわゆる「直近指令」、出動可能な隊がなくなった場合に指令の共同運用を実施して

いる他消防本部の隊に自動で出動指令を行ういわゆる「ゼロ隊運用」などの高度な運用

を併せて行うことで、地域の消防体制の向上に一層資するものとなる。既に指令の共同

運用を実施している消防本部も含め、上記のような高度な運用によるより効果的・効率

的な部隊運用について検討することが望ましい。 

 

また、指令の共同運用を実施する規模については、広域化と同様、一般論としては、

規模が大きいほど望ましいことにも鑑み、面積、人口等において、標準的な規模の都道

府県であれば、原則、全県一区（一の都道府県全体を一つの単位とした区域をいう。）と

する必要がある。なお、地理的な事情等によりそれが困難な場合であっても、できる限

り広域的な範囲での共同運用を目指すことが必要である。 

（イ）消防用車両等の共同整備 
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はしご自動車や特殊災害車両等、出動頻度の高くない車両や、ＮＢＣ関連資機材等の

使用頻度が限られる高度な資機材などについては、一定の圏域内で共同して整備し、当

該圏域内の事案に対して活用する体制とすることによって、車両、資機材の購入費・維

持管理費を効率化することができる。 

また、複数の消防本部で共同整備することで、より高度な車両、資機材の配置が可能

になり、複雑化・多様化する災害への対応能力の向上も期待できる。 

 

 

 

 

 

（ウ）高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予防業務における消防の連携・協

力 

予防業務については、高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の業務につい

て、各地域における予防業務の実情等に応じて、広域的な圏域での消防の連携・協力を

図っていく必要がある。 

また、一定の圏域内で消防の連携・協力を実施することによって、ノウハウの共有や

職員の知識・技能の向上が図られる。 

（エ）特殊な救助等専門部隊の共同設置 

複数の消防本部が高度な技術や知識を必要とする水難救助隊、山岳救助隊、ＮＢＣ災

害対応隊、ドローン隊などを共同設置し、それに伴う必要な資機材も共同整備すること

により、特殊な災害への対応能力の向上や専門的な人材の育成、資機材の購入費・維持

管理費の効率化等を図ることができる。 

（オ）専門的な人材育成の推進 

救急や予防など、特に高度・専門的な知識・技能が求められる業務については、中核

的な消防本部が近隣の消防本部の職員を研修生として受け入れることにより専門的な人

材を育成し、圏域内の消防力の向上を図ることができる。 

（カ）訓練の定期的な共同実施 

複数の消防本部が協議会の設置等により、定期的に共同訓練を実施することにより、

大規模災害発生時に、早期に必要な部隊を集結させ、活動能力の大幅な増強を図るとと

もに、災害対応をより実効性あるものとすることができる。 

（キ）現場活動要領の統一 

複数の消防本部が現場活動要領を統一し、戦術や安全管理体制に関する認識を共有す

ることにより、知識や技術の向上や相互応援における活動の効率化、緊急消防援助隊と

して出動した場合の活動の円滑化等を図ることができる。 

※ なお、消防の連携・協力の方式については、連携協約、協議会その他の地方自治法第二編

第十一章第三節に規定される事務の共同処理の方式、消防組織法第三十九条第二項に定め

られている相互応援協定その他多様な方式の中から、関係市町村間においてそれぞれの方

式の利点及び問題点を十分に比較考量の上、その地域に最も適した方式を選択することが

はしご自動車や特殊災害車両等、出動頻度の高くない車両については、一定の圏域内

で共同して整備し、当該圏域内の事案に対して出動する体制とすることによって、車両

の購入費・維持管理費を効率化することができる。 

 

また、複数の消防本部で共同整備することで、より高度な車両の配置が可能になり、

複雑化・多様化する災害への対応能力の向上も期待できる。 

（ウ）境界付近における消防署所の共同設置 

消防本部の管轄の境界付近において複数の消防本部がそれぞれ署所を配置しており、

圏域全体で考えると非効率な配置になっている場合がある。こうした場合においては、

署所を共同で設置することで、効果的・効率的に境界付近の消防力を確保することがで

きる。 

（エ）高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予防業務における消防の連携・協

力 

予防業務については、高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の業務につい

て、各地域における予防業務の実情等に応じて、広域的な圏域での消防の連携・協力を

図っていく必要がある。 

また、一定の圏域内で消防の連携・協力を実施することによって、ノウハウの共有や

職員の知識・技能の向上が図られる。 

 

 

 

 

 

（オ）専門的な人材育成の推進 

救急や予防など、特に高度・専門的な知識・技能が求められる業務については、中核

的な消防本部が近隣の消防本部の職員を研修生として受け入れることにより専門的な人

材を育成し、圏域内の消防力の向上を図ることができる。 

（カ）応援計画の見直し等による消防力の強化 

複数の消防本部が連携・協力して、応援計画の見直しや訓練の実施、車両・資機材の

配備調整を行うことにより、大規模災害発生時に、早期に必要な部隊を集結させ、活動

能力の大幅な増強を図るとともに、災害対応をより実効性あるものとすることができる。 

 

 

 

 

※ なお、上の（ア）～（カ）に係る地方自治法及び消防組織法上の連携・協力手法の例につ

いては、参考資料を参照すること。 
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必要である。 

 

第２ 消防の連携・協力を推進する期間 

消防の連携・協力に係る積極的な取組を促す観点から、推進期限を設けて取り組むことと

する。 

大規模災害やテロ災害は全国どの地域において、いつ発生してもおかしくないことから、

早急な消防の連携・協力の取組が必要である。一方、消防の連携・協力に当たっては一定の

準備期間も必要であることから、消防の連携・協力の推進期限については、消防の広域化の

推進期間も踏まえ、令和１１年４月１日までとする。 

 

第３ 市町村が連携・協力実施計画を作成する際の留意事項 

１ 検討体制の整備 

消防事務は、住民の生命、身体及び財産を保護するという最も基本的なサービスであり、

サービスを直接受ける住民に大きな影響を与えるものであるため、消防の連携・協力を検討

する際には、関係消防本部のみならず、必要に応じて都道府県、市町村、消防団、自主防災

組織、学識経験者等の多様な主体が参画する協議機関を設けることも考えられる。 

なお、その際の協議機関としては、地方自治法２５２条の２の２に基づく協議会のほか、

任意の協議組織を設けることも考えられる。 

２ 連携・協力実施計画の早期の策定 

消防の連携・協力の推進による消防力の確保・充実をいち早く実現するために、各消防本

部においては、消防の連携・協力を実施しようとする場合には、できる限り早期に連携・協

力実施計画を作成することが望ましい。 

 

 

 

第２ 消防の連携・協力を推進する期間 

消防の連携・協力に係る積極的な取組を促す観点から、推進期限を設けて取り組むことと

する。 

大規模災害やテロ災害は全国どの地域において、いつ発生してもおかしくないことから、

早急な消防の連携・協力の取組が必要である。一方、消防の連携・協力に当たっては一定の

準備期間も必要であることから、消防の連携・協力の推進期限については、消防の広域化の

推進期間も踏まえ、平成３６年４月１日までとする。 

 

第３ 市町村が連携・協力実施計画を作成する際の留意事項 

１ 検討体制の整備 

消防事務は、住民の生命、身体及び財産を保護するという最も基本的なサービスであり、サ

ービスを直接受ける住民に大きな影響を与えるものであるため、消防の連携・協力を検討する

際には、関係消防本部のみならず、必要に応じて都道府県、市町村、消防団、自主防災組織、

学識経験者等の多様な主体が参画する協議機関を設けることも考えられる。 

なお、その際の協議機関としては、地方自治法２５２条の２の２に基づく協議会のほか、任

意の協議組織を設けることも考えられる。 

２ 連携・協力実施計画の早期の策定 

消防の連携・協力の推進による消防力の確保・充実をいち早く実現するために、各消防本部

においては、消防の連携・協力を実施しようとする場合には、できる限り早期に連携・協力実

施計画を作成することが望ましい。 
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【改正方針新旧】市町村の消防の連携・協力に関する基本指針（別紙） 

 

改正案 現行 

連携・協力実施計画に定める事項について 

 

 消防の連携・協力の円滑な実施を確保するための計画（以下「連携・協力実施計画」という。）

に定めるべき事項については、以下のとおりとする。 

 なお、各地域の実情に応じ、その他の事項について定めることも差し支えない。 

 

１ 連携・協力の円滑な実施を確保するための基本方針 

（１）連携・協力を行おうとする地域における消防の現況・課題、将来予測 

 消防の連携・協力の実施を検討するに当たり、まず、連携・協力を行おうとする地域の各

消防本部の消防力・消防需要の現況や課題、将来予測を分析しておくことが必要であり、具

体的には、 

・消防需要の現況と将来予測 

・消防力の現況と将来予測 

・財政の現況と将来予測 

・組織・人員の現況と将来予測 

等について分析の上、計画に記載する。 

（２）連携・協力実施後の消防についての基本的な方針 

 （１）の分析を踏まえ、連携・協力によって目指すべき消防の姿についての基本的な考え

方を定めておく。 

 具体的には、連携・協力の実施によって、初動対応部隊の増強、特殊な車両の整備や専門

部隊の共同設置、訓練の共同実施等による災害対応能力の向上、現場到着時間の短縮、人材

育成の充実等の目指すべき消防の姿について、基本的な方針を定めること。また、連携・協

力を契機として、他の消防事務の連携・協力をさらに進めていくことや、将来的な広域化に

向けた議論を進めていくということを内容に盛り込むこと。 

（３）連携・協力実施の検討体制 

   連携・協力の実施までの準備期間において関係消防本部が協議する体制について定める。

また、連携・協力の実施後において各種事項を調整する際の協議体制についても定める。 

（４）実施スケジュール 

 消防の連携・協力の実施に当たっては、各消防本部における組織体制の変更や車両・施設

等の整備等を計画的に進めるため、あらかじめスケジュールを定める。 

また、連携・協力する事務が複数ある場合には、事務ごとの実施時期についても明確にす

る。 

 

２ 連携・協力を行う消防事務の内容及び方法 

 消防事務のうち、連携・協力を行う事務の内容及び方法について、連携・協力を実施する消

連携・協力実施計画に定める事項について 

 

 消防の連携・協力の円滑な実施を確保するための計画（以下「連携・協力実施計画」という。）

に定めるべき事項については、以下のとおりとする。 

 なお、各地域の実情に応じ、その他の事項について定めることも差し支えない。 

 

１ 連携・協力の円滑な実施を確保するための基本方針 

（１）連携・協力を行おうとする地域における消防の現況・課題、将来予測 

 消防の連携・協力の実施を検討するに当たり、まず、連携・協力を行おうとする地域の各

消防本部の消防力・消防需要の現況や課題、将来予測を分析しておくことが必要であり、具

体的には、 

・消防需要の現況と将来予測 

・消防力の現況と将来予測 

・財政の現況と将来予測 

・組織・人員の現況と将来予測 

等について分析の上、計画に記載する。 

（２）連携・協力実施後の消防についての基本的な方針 

 （１）の分析を踏まえ、連携・協力によって目指すべき消防の姿についての基本的な考え

方を定めておく。 

 具体的には、連携・協力の実施によって、初動対応部隊の増強、特殊な車両の整備等によ

る災害対応能力の向上、現場到着時間の短縮、人材育成の充実等の目指すべき消防の姿につ

いて、基本的な方針を定めること。また、連携・協力を契機として、他の消防事務の連携・

協力をさらに進めていくことや、将来的な広域化に向けた議論を進めていくということを内

容に盛り込むこと。 

（３）連携・協力実施の検討体制 

   連携・協力の実施までの準備期間において関係消防本部が協議する体制について定める。

また、連携・協力の実施後において各種事項を調整する際の協議体制についても定める。 

（４）実施スケジュール 

 消防の連携・協力の実施に当たっては、各消防本部における組織体制の変更や車両・施設

等の整備等を計画的に進めるため、あらかじめスケジュールを定める。 

また、連携・協力する事務が複数ある場合には、事務ごとの実施時期についても明確にす

る。 

 

２ 連携・協力を行う消防事務の内容及び方法 

 消防事務のうち、連携・協力を行う事務の内容及び方法について、連携・協力を実施する消
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防事務ごとに次の（１）から（６）までの事項が明確になるよう計画に定める。 

（１）連携・協力を行う消防事務の内容 

  連携・協力を行う事務の内容を明示する。なお、指令の共同運用を行う場合は、原則とし

て、高度な運用についても併せて実施を検討し、その実施内容や目標時期について定める。 

また、連携・協力を実施する事務に応じて、職員交流や相互応援体制の構築、見直しを検

討し、その内容を定める。 

（２）連携・協力を行う地域 

   一部の地域に限定して連携・協力を行う場合、連携・協力を実施する地域を明確にする。 

 

（３）連携・協力を行う方法 

  （１）で定めた連携・協力を行う消防事務ごとに、活用する地方自治法又は消防組織法上

の方法を明示する。 

（４）連携・協力に要する人員の配置 

 連携・協力を行う消防事務に従事する人員の必要数及び配置部署並びに各本部から派遣す

る人員数について定める。 

また、指令の共同運用など連携・協力による業務の集約により人員の効率化が見込まれる

場合は、その人員数や現場要員等への配置の見込みについて定める。 

（５）連携・協力に伴う車両、施設等の整備計画 

 連携・協力を行う消防事務に直接関係する車両、施設等の整備計画について定める。 

（６）連携・協力に係る費用の見通しと分担方法 

 連携・協力を実施するに当たり必要となる人件費、車両・施設等の整備費、維持管理費等

について、総額の見通しと消防本部間での分担方法について定める。なお、これらの費用に

ついて、将来的に削減効果が見込まれる場合はその効果について定める。 

 

３ 連携・協力を行う消防事務とそれ以外の消防事務の連携の確保に関する事項 

 連携・協力の実施に当たって、連携・協力を実施していない他の消防事務との連携を十分に

確保しておくことが必要であり、情報の共有・伝達体制の整備方法等、管内の消防事務全体を

円滑に実施するために必要となる事項について定める。 

防事務ごとに次の（１）から（６）までの事項が明確になるよう計画に定める。 

（１）連携・協力を行う消防事務の内容 

  連携・協力を行う事務の内容を明示する。 

 

 

 

（２）連携・協力を行う地域 

   境界付近における消防署所の共同設置など、一部の地域に限定して連携・協力を行う場合、

連携・協力を実施する地域を明確にする。 

（３）連携・協力を行う方法 

  （１）で定めた連携・協力を行う消防事務ごとに、活用する地方自治法又は消防組織法上

の方法を明示する。 

（４）連携・協力に要する人員の配置 

 連携・協力を行う消防事務に従事する人員の必要数及び配置部署並びに各本部から派遣す

る人員数について定める。 

 

 

（５）連携・協力に伴う車両、施設等の整備計画 

 連携・協力を行う消防事務に直接関係する車両、施設等の整備計画について定める。 

（６）連携・協力に係る費用の見通しと分担方法 

 連携・協力を実施するに当たり必要となる人件費、車両・施設等の整備費、維持管理費等

について、総額の見通しと消防本部間での分担方法について定める。 

 

 

３ 連携・協力を行う消防事務とそれ以外の消防事務の連携の確保に関する事項 

  連携・協力の実施に当たって、連携・協力を実施していない他の消防事務との連携を十分に

確保しておくことが必要であり、情報の共有・伝達体制の整備方法等、管内の消防事務全体を

円滑に実施するために必要となる事項について定める。 

 


